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生活環境部 

 

人権啓発推進課 

 

（１）人権啓発推進事業 

人権思想の普及高揚を図り、市民に人権問題に関する正しい認識を広めることにより、

基本的人権の擁護に資することを目的として実施した。 

平成 22 年度人権啓発活動推進事業費県補助金 167,000 円 

 

＊「人権を考える市民の集い」開催 

日時：10 月 22 日 19:00～20:30 

会場：阿児アリーナ（ベイホール） 

内容：被差別部落を「路地」と呼び、日本全国 500 以上の「路地」をめぐり歩き、13 

年間の記録をまとめた著書『日本の路地を旅する』（文藝春秋）で第 41 回大宅

壮一ノンフィクション賞を受賞。日本をはじめ世界各地の「路地」の実態や、そ

こで生活する人々の暮らしぶりなどを取材された体験談 

講師：上原善広さん（フリージャーナリスト） 

演題：「日本の路地を旅して」 

参加者：192 名 

講師謝礼 198,020 円 （うち県補助金 99,000 円） 

 

＊啓発物品作成配布 

内容：啓発標語入りエコバッグ 620 個 

配布先：人権を考える市民の集い参加者、差別をなくす強調月間「人権週間」にお 

ける街頭啓発活動 

作成代 136,710 円 （うち県補助金 68,000 円） 

 

＊「人権パネル展」開催 

世界人権宣言について、家庭や職場、地域社会の中で日常生活等に反映させる 

ことを目的に開催した。 

期間：10 月 6 日～14 日 

場所：阿児アリーナロビー 

内容：「世界人権宣言を自分のものに」パネル 36点（三重県人権センター借用物 

品）、「人権フォトコンテスト入賞作品」写真 32 点（三重県人権センター借 

用物品） 
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（２）非核・平和啓発事業 

2010年原水爆禁止国民平和大行進宣伝行動による志摩市訪問（6月 10日）、「核兵 

器のない世界を」国際署名に賛同 

原爆死没者の慰霊並びに平和祈念に対する市民への黙とう周知 

原爆投下日（8 月 6 日・9 日）、全国戦没者追悼式（8 月 15 日） 

「非核・平和パネル展」開催 

戦争、原爆の残した惨禍を忘れることなく、世界の平和と命の尊さについて考える 

機会として開催した。 

期間：7 月 29 日～8 月 4 日 

場所：磯部生涯学習センターロビー 

期間：8 月 6 日～8 月 15 日 

場所：阿児アリーナロビー 

内容：「原爆と人間展」パネル 40 点（市所蔵物品）、「非核平和宣言・都市宣言」 

パネル 1点（市所蔵物品）、「沖縄戦」パネル 25点（大阪府堺市平和祈念資 

料館借用物品） 

 

（３）人権啓発推進リーダー研修 

市役所各職場における職場内研修の充実強化を図っていくため、人権啓発推進リー 

ダー研修を実施した。 

実施日：12 月 17 日 

内容：迫間地区における地方改善事業の概要説明及び地区内施設見学、フィー 

ルドワーク 

 

（４）補助金交付事業 

志摩市人権施策基本方針に基づき、自治会、各種団体、企業、行政等が連携を図 

り、人権啓発活動を行うための補助金を支出した。 

平成 22 年度志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金 600,000 円 

 

（５）三重県人権大学講座 

部落差別をはじめとする人権問題の解決に取り組む指導者の育成を目的として、財

団法人「反差別・人権研究所みえ」主催の三重県人権大学講座を市職員 1 名が受講

した。 

受講期間：6 月 1 日開講式～10 月 29 日修了式 

受講日数：23 日 

主会場：三重県人権センター 
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（６）人権相談 

隣近所とのもめごとやいじめ、体罰、セクハラなど人権に関わる相談の機会として、人 

権擁護委員による「特設人権相談所」を偶数月（年 6 回）に開設した。 

会場：磯部生涯学習センター（4 月・10 月）、阿児アリーナ（6 月・12 月）、志摩文化 

会館（8 月・2 月） 

 

（７）福祉資金償還事務 

平成 22 年度実績 

資金種別 生業資金 住宅資金 生活資金 合計 

調定件数 6 件 3 件 1 件 10 件 

調定額(A) 3,757,129 円 2,273,493 円 138,310 円 6,168,932 円 

収入額(B) 126,500 円 10,000 円 5,000 円 141,500 円  

償還率(B/A) 3.37％ 0.44％ 3.62％ 2.29％ 

未償還額（A-B） 3,630,629 円 2,263,493 円 133,310 円 6,027,432 円 

 

 

人権啓発推進課 迫間文化会館 

 

（１）隣保館運営審議会 

地域の実態と課題に対応して機動的な事業の展開を図るため、年間事業、施設の利

用状況等の運営について審議した。 

開催日  3 月 1 日 

 

（２）啓発及び広報活動事業 

対象地域住民に対して、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する啓発を行うとと

もに、近隣地域住民に対する啓発として次の事業を実施した。 

 

・「文化会館たより」の発行（4 月～3 月まで月１回、計 12 回発行） 

発行部数：260 部 

配布対象：地区全世帯・関係機関 

  ・地域指導者県外研修会（6 月 12 日）  

内容：阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター及び神戸港震災メモリアル 

パーク見学 

参加者：21 名 （使用料及び賃借料 138,490 円） 
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・原爆パネル展（8 月 2 日～8 月 11 日） 

「原爆」パネル展示 40 点    

展示場所：迫間文化会館 

 

・人権パネル展（12 月 6 日～12 月 10 日） 

「犯罪被害者の人権問題」 5 点 

「女性の人権問題」 5 点 

展示場所：迫間文化会館 

 

・人権同和問題講座（5 月 21 日） 

内容：「行政書士戸籍謄本等不正入手事件について」 

講師：部落解放同盟三重県連合会書記長 田中 仁さん 

（報償費 30,000 円、旅費 3,060 円、使用料及び賃借料 31,500 円）  

参加者：35 人 

 

・人権啓発物品配布（10 月 24 日） 

迫間文化祭会場で啓発活動として、啓発物品 300 個配布 

物品名：啓発標語入りエコバッグ 

 

・人権学習会等への協力（随時、会場貸出、説明等） 

磯部小学校 4 年生フィールドワーク（7 月 1 日） 

磯部小学校 3 年生人権学習（7 月 1 日） 

答志小・中学校人権学習打合わせ（7 月 9 日） 

畔名小学校人権研修会（7 月 30 日） 

答志小・中学校人権研修会（8 月 23 日） 

人権教育初任者研修（8 月 30 日） 

的矢中学校人権研修会（9 月 1 日） 

三重県人権大学講座現地研修（9 月 7 日） 

磯部小学校 1・2 年生人権学習（9 月 9 日） 

磯部小学校 3 年生人権学習会（9 月 9 日） 

成基小学校人権研修(9 月 10 日) 

磯部小学校 3 年人権学習（10 月 7 日） 

人権を考える市民の集い(10 月 22 日) 

磯部中学校 3 年生フィールドワーク（11 月 4 日） 

磯部小学校 3 年生校区探検（11 月 19 日） 

市職員人権啓発推進リーダー研修（12 月 17 日） 

磯部小学校 4・5・6 年生部落問題学習（3 月 1 日） 
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（３）地域交流支援事業 

地域住民に対して積極的な交流を図るため、クラブ活動をはじめ次の教養・文化活動

を実施した。 

・華道教室（5 月～2 月まで年６回開催）  

講師：谷 てる子さん（未生流） （報償費 30,000 円） 

受講者：8 名 

 

・料理教室 

内容：ケーキつくり教室 （12 月 24 日）  

参加者：10 名 

講師：吉村ひとみさん （報償費 5,000 円） 

 

・作品展（10 月 23 日～24 日） 

内容：生花・陶芸・写真・塗り絵 

 

・迫間文化祭（10 月 24 日） 

内容：各種ゲーム、保育所及び幼稚園児演芸、磯部太鼓の発表、踊り、カラオケ大  

会、模擬店、抽選会 

来場者：約 400 名 

（使用料及び賃借料 89,250 円） 

 

（４）隣保館デイサービス事業 

高齢者を中心に、隣保館を利用して創作活動、軽作業及び日常生活訓練等を行うこ

とにより、その自立を助長し、生きがいを見出すことを目的として次の事業を実施した。 

 

・健康体操（4 月～3 月まで開催回数 38 回） 

内容：健康体操・生活相談 

参加者：延べ 206 人 

 

・健康相談（4 月～3 月まで月１回開催 計 12 回開催） 

内容：健康体操、生活相談、血圧測定、尿検査、身長・体重計測、体脂肪測定、レ 

クリエーション、ふれあい昼食 

レクリエーション講師 2 名（報償費 10,000 円） 

相談員：准看護師 吉田淳子さん （報償費 5,900 円×12 回＝70,800 円） 

協力員：ボランティアスタッフ延べ 31 名（昼食準備） 

参加者：延べ 124 人 
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・創作活動 

陶芸教室（4 月～3 月まで開催回数 年 11 回） 

   ＜作陶＞ 実施回数 11 回（自由作品） 

   ＜素焼＞ 実施回数  6 回   ＜本焼＞ 実施回数 7 回 

   参加者：延べ 112 名 

 

・介護技術指導（9 月 12 日） 

内容：介護予防について（介護保険の手続き、認知症予防、軽体操等） 

講師：社会福祉協議会磯部支所職員 2 名 

参加者：31 名 

 

（５）相談事業 

地域住民が抱える生活課題に対応するため、次の相談活動を実施した。 

・生活相談（随時 館職員対応） 

主な相談内容：生活環境、住宅、就労雇用、行政手続、人権問題、医療、税務、年 

金、自治会、生活保護、パソコン等 

相談者：延べ 94 名（月別相談者数は、施設利用状況参照） 

 

（６）職員研修 

館職員の資質向上を図るため、次の研修会に参加した。 

・部落解放研究第 44 回全国集会：新潟市（11 月 9 日・10 日・11 日） 

・松阪伊勢ミニ人権大学：伊勢市（12 月 24 日） 

・隣保館職員研修会：津市（2 月 22 日） 

 

（７）施設利用状況 

月 来館者数（延べ） 相談者数（延べ） 貸館（延べ） 

 4 月 312 名 9 名 10 回 

 5 月 261 名 3 名 5 回 

 6 月 351 名 9 名 12 回 

 7 月 322 名 11 名 8 回 

 8 月 368 名 5 名 11 回 

 9 月 326 名 10 名 11 回 

10 月 425 名 5 名 13 回 

11 月 398 名 2 名 10 回 

12 月 374 名 5 名 9 回 
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1 月 233 名 7 名 10 回 

2 月 347 名 6 名 11 回 

 3 月 375 名 22 名 10 回 

合計 4,092 名 94 名 120 回 

 

（８）備品購入 

館活動においての業務の充実を図るため、以下の物品を購入した。 

〔人権関係図書購入 8,710 円〕 

穢と大祓、「同和利権の真相」の深層、長州藩維新団、野中広務  差別と権力、仏

教と差別 全 5 冊 

〔物品購入 189,580 円〕 

・液晶テレビ 40 型 1 台 

・専用台 1 台 

・地デジチューナー １台 

・電話機（FAX 機能付き） １台 

・DVD レコーダー １台        

 

（９）関係機関との連携 

・迫間児童館教育集会所との連携 

運営委員会、人権学習会、同和教育推進会議、関係諸機関連絡会議、人権学習 

発表会へ参加協力し、人権・同和教育の推進を図った。 

・三重県隣保館連絡協議会の一員として、関係する諸活動に参加した。 

・公民館迫間分館活動の諸事業への協力を行った。 

 

 

環境課  

 

１．環境保全係 

（１）環境保全対策の調査研究及び啓発に関すること。 

  市ホームページや広報を活用して、浄化槽の普及をはじめ、国、県及び市が発信

する環境に関する情報等の提供を行った。また、「こどもエコクラブ」への登録者を

募り、家庭や地域の中で身近にできる環境活動や環境学習に対する支援を行い、

さまざまな団体や関係機関、地域とパートナーシップを組んで、子どもたちの活動

を支援した。 

  ○こどもエコクラブ登録数：８クラブ、１８４人(メンバー)、４０人(サポーター) 
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（２）公害防止に係る対策及び指導並びに公害に係る苦情又は紛争の処理に関する

こと。 

野焼き、悪臭、騒音等に関する苦情に際し、現地確認及び関係部局との連絡調

整を行うことをはじめ、必要に応じて原因者への調査指導を実施し、啓発に取り

組んだ。 

大気汚染 水質汚濁 悪臭 騒音・振動 その他 合計 

３９件 １７件 １４件 ５件 １０件 ８５件 

 

（３）一般廃棄物収集運搬業（し尿に係るものに限る）及び浄化槽清掃業の許可に関

すること。  

許可、更新及び適正業務推進のため、連絡調整及び指導を行った。 

 

（４）環境保全対策の推進に関すること。 

○英虞湾自然再生協議会 

英虞湾の自然環境及び自然再生に関する施策を総合的に推進するため、産・

官・学・民が参画して設立した自然再生協議会において、市が「新しい里海」の

創生に向けて取り組んでいくことが政策として提示されたことから、自然再生協議

会としての役割や関わりについて議論した。今後、市が策定する「里海創生基本

計画」の策定にあたり、パブリックコメント等についての意見交換を行っていくこと

を確認した。 

市から行政委員として、産業振興部・生活環境部・教育委員会・上下水道部・建

設部の関係８課長が参画している。 

○自然再生協議会ホームページ更新委託料：１４２，０２０円 

 

（５）生活排水対策の推進に関すること。 

生活排水処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画の推進に努めた。 

 

（６）汚水処理施設設置基準に関すること。 

汚水処理計画書、水質報告書等届出の受付及び条例に基づく確認を行った。 

 

（７）「新しい里海」づくりの推進に関すること。 

   「新しい里海」の創生に向けて、取り組みのキーワードとなる「沿岸域の総合的管

理」の推進が重要であることから、全庁体制で取り組んでいく必要があるため、７

部１３課で構成する「里海創生プロジェクトチーム」を設置し、知識向上のための

職員研修会の開催をはじめ、国の機関や有識者との意見交換、基本計画の策
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定にかかる協議、市民啓発用資料等の作成を行った。１０月には、生物多様性

条約第１０回締約国会議（COP１０）への参加及びブース出展を行い、市の｢新し

い里海｣創生の取り組み、干潟・藻場再生の取り組みについて情報提供を行っ

た。 

   また、環境省から委託を受け、干潟生物の調査体制の構築を目的とする「里海

創生支援モデル事業（Ｈ２１～Ｈ２２）」や英虞湾の詳細な現状の把握と対処方

法の確立を目的とする「海の健康診断事業（Ｈ２１～Ｈ２２）」を実施し、調査や評

価の手法、創生に向けた処方箋等が明示され、シンポジウムを開催して市民へ

の周知を行った。 

    ・里海創生支援モデル事業（環境省委託事業）：６９６，７７６円 

     ・「海の健康診断」事業（海洋政策研究財団と共同研究）：２，３７０，０００円（1／2

負担） 

 

（８）水質調査に関すること。 

市内の河川、排水路及び海域について水質及び底質環境を継続的に把握し、

各種環境施策の基礎資料とするため、市全域で旧５町に分け、年２回、河川５１

地点、海域等１８地点の公共用水域の水質調査業務を委託した。 

○水質検査業務委託料：２，７３０，０００円（環境課分 １,８８３，７００円、水産課

分 ８４６，３００円） 

 

（９）浄化槽の普及及び管理指導に関すること。 

建物用途別水質許容限度に係る窓口相談・指導、法定検査（浄化槽法第７条

及び第１１条）受検率の向上を目指し、三重県水質保全協会と連携を図り、受検

対象地区へのチラシの配布及び広報等により法定検査実施の啓発を行った。 

また、平成２０年度の浄化槽設置補助交付者を対象に、維持管理(法定検査・保

守点検・清掃業務)状況に関する追跡調査を実施した。 

 

（10）浄化槽の設置及び廃止届出書の進達事務に関すること。 

・設置届出数 ： ９３件 ※都市計画区域以外(建築確認申請不要の場合) 

   ・調  書  数 ： ８４件 ※都市計画区域内（建築確認申請を伴う場合） 

・廃止届出数 ： ２０件 

（11）浄化槽設置整備事業に関すること。 

生活排水対策及び公共用水域の水質汚濁を防止するため、下水道及び下水道

類似施設の処理区域以外の区域において、居住を目的とした住宅又は小規模

店舗を併設した住宅に家庭用合併処理浄化槽を設置する者を対象に補助金の

交付を行った。 
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補助金の割合：国（１／３）、県（１／３）、市（１／３） 

浄化槽 
通常型 高度処理型 合   計 

基数 交付額（円） 基数 交付額（円） 基数 交付額（円） 

５人槽 7 基 2,324,000 97 基 43,068,000 104 基 45,392,000 

７人槽 1 基 414,000 43 基 20,898,000 44 基 21,312,000 

１０人槽 0 基 0 5 基 2,880,000 5 基 2,880,000 

合計 8 基 2,738,000 145基 66,846,000 153 基 69,584,000 

 

（12）鳥羽志勢広域連合に関すること。 

し尿処理状況等についての連絡調整を図った。 

 

（13）公害に関する法律に基づく届出並びに三重県生活環境の保全に関する条例に

基づく届出に関する進達及び受付に関すること。 

（進達事務） 

・水質汚濁防止法関係：１７件 

・大気汚染防止法関係：２件 

・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係：０件 

・ダイオキシン類対策特別措置法関係：０件 

・三重県生活環境の保全に関する条例関係：２件 

 （受付事務） 

・騒音・振動関係【設置変更分】：５件  

・騒音・振動関係【建設作業の届出】：７件 

 

２．環境政策係 

(1) 環境基本計画、一般廃棄物処理基本計画（生活排水）等の環境政策の総合企

画に関すること。 

計画策定のための調査、研究、関係部局との調整を行った。 

 

(2) 地球温暖化防止施策の企画及び推進に関すること。 

志摩市地球温暖化対策実行計画（H１９策定）に基づき、温暖化対策推進のた

め調査、研究、関係部局との調整を図り、ＣO2 排出量の把握のため平成２１年度

エネルギー使用量調査を行い、平成２１年度排出を公表（広報しま・志摩市ホー

ムページ）した。 

○排出量 ８，５２３，１８０ｋｇ－CO2  基準年度比 △25.2％ 

 

また、調査したエネルギー使用量データについては、財政課及び教育総務課と
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共有し、市長管理施設においては原油換算で１，５００ｋℓを超えたため、改正エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）の特定事業者となり、財政課

により各届出事務を行った。 

○市長管理施設 ３，９５３．１ｋℓ   教育委員会管理施設 ９８９．５ｋℓ 

 

(3) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に関

すること。 

合理化事業計画の推進のため、一般廃棄物 (し尿)収集運搬業及び浄化槽清掃

許可業者との意見交換及び情報交換会を２回開催し、相互における事業計画の

理解に努めた。 

 

(4) 自然と環境の保全に関する条例に関すること。 

条例の施行に関する総合調整を行った。 

(条例に基づく届出) 

○自然と環境の保全に関する届出 ： １３件 

※平成２１年度継続手続き分（１件）含む 

 

(5) 環境監視員に関すること。 

自然環境の保全のため、志摩市の自然と環境の保全に関する条例及び同条

例施行規則の規定に基づき１８名の環境監視員を設置し、各担当区域を毎月

定期的に１回以上巡回し、その報告を求めるとともに、不法投棄等の防止活動

を行い地域の環境保全に努めた。また、自転車等巡視員を交えた連絡会議を

年２回開催し、意見交換及び情報共有を図った。 

○環境監視員報酬 ： ２，１６０，０００円 

    監視員からの報告件数：７８２件 

 

(6) 放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関すること。 

放置自転車等の保管・処分、自転車等巡視員との連絡調整を行った。 

自転車等巡視員２名を配置し、市内の各鉄道駅周辺を中心に放置自転車等の

巡視を行い、必要に応じ警告・撤去を行い、放置自転車の発生抑止に努めた。 

また、志摩市の管理する公共施設（市道等）についても関連部局と連携し、警

告・撤去を行った。 

○自転車等巡視員報酬 ： ２４０，０００円 

放置自転車 撤去台数 ： ４７台 

処分台数 ： ４４台（手数料２２，０００円） 
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美化衛生課 

 

●生活衛生係 

１．狂犬病予防法関係事務 

狂犬病予防法に基づき、飼い犬の登録及び狂犬病予防注射を実施した。  

 匹 数 （うち集合注射） 手 数 料 

畜犬登録      ２７４匹  ８２２，０００円 

狂犬病予防注射 ２，６００匹 （８８６匹） １，４３０，３４０円 

※狂犬病予防注射の手数料には、再発行手数料を含む。 

 

２．犬猫不妊手術助成 

野良犬、野良猫の原因となっている捨て犬、捨て猫を防止するため、犬及び猫の去勢

手術、不妊手術に要した費用の一部を助成した。 

 オ  ス メ  ス 助 成 額 

犬 ２５匹 ５３匹 ３２７，５００円 

猫 ８２匹 １５８匹 ９９５，０００円 

合計 １０７匹 ２１１匹  １，３２２，５００円 

 

３．火葬業務 

斎場あご及び浜島やすらぎ苑を運営し、人生終焉の場として厳かに、また、故人が安

らかに眠られるよう火葬業務を行った。 

 
斎場あご 浜島やすらぎ苑 

計 使用料 
市内 市外 市内 市外 

人 ６５５ １５ ６１ ３ ７３４ １４，９８５，０００円 

胞衣汚物等 １１ ０ ０ ０ １１ ５５，０００円 

改葬 ６ ０ ０ ０ ６ ３０，０００円 

ペット   １２３ ４ １２７ ６５５，０００円 

霊安室 ４ １   ５ １２，０００円 

計 ６７６ １６ １８４ ７ ８８３ １５，７３７，０００円 

 

４．墓地管理 

①改葬許可申請          ５０件 

 

５．新火葬場の建設 

平成２２年３月３０日、建設予定地の地元自治会から建設に同意を得て、議会への報

告・説明、先進地視察・事務打合せ、地元自治会との調整、建設反対者との面談、事業
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工程表の作成・手法の検討、予算見積り等の事務を進め、平成２２年７月１６日招集の

市議会臨時会において、平成２２年度の火葬場建設事業費予算が可決された。 

 その後、用地境界確定業務、地形測量業務、生活環境現況調査及び環境影響評価

業務、基本計画作成業務を発注し、それぞれ平成２２年度中に完成した。 

 また、基本計画作成のため、志摩市火葬場建設検討委員会を設置し、先進地視察を

含む計５回の委員会を開催した。 

   

  平成 22 年度実施業務 

・発注支援業務 

      受注者：（財）三重県建設技術センター   

契約金額： ４，３７８，５００円 

 

・用地境界確定業務 

      受注者：（社）三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会  

契約金額： ６，７４７，４３６円 

 

・地形測量業務 

      受注者：南海カツマ（株）志摩営業所  

契約金額： ３，５８２，６００円 

 

・環境影響評価業務 

      受注者：（財）三重県環境保全事業団  

契約金額： ７，２１３，５００円 

 

・基本計画作成業務 

      受注者：（株）昭和設計 三重事務所   

契約金額： ９，３４５，０００円 

 

●清掃事業係 

１．一般廃棄物処理業（し尿に係るものを除く）許可 

 新規 更新 変更 手 数 料 

一般廃棄物収集運搬業許可 ２件 １３件 ０件 ４９，０００円 

一般廃棄物処分業許可 １件 １件 ０件 ８，０００円 

        計 ３件 １４件 ０件 ５７，０００円 
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２．志摩市ごみ収集カレンダー作成 

ごみ分別収集の徹底と適正排出意識の高揚を図るため、各地区別にごみ収集カレン

ダーを作成した。 

地区 浜島地区 大王地区 志摩地区 阿児地区 磯部地区 合計 

作成部数 ２，２００部 ３，２００部 ５，２００部 ８，８００部 ３，６００部 ２３，０００部 

作成費 ２，５９６，１２５円 

受注者  志摩市阿児町鵜方２９７５番地１４  （株）中央印刷 

 

３．志摩市指定ごみ袋購入 

ごみ減量化を目的とし、ごみ分別の意識高揚と排出方法の統一を図るため指定ごみ

袋を製作購入した。 

購入数量      （単位：枚） 

種類 １０ℓ（枚） ２０ℓ（枚） ４０ℓ（枚） 

もやせるごみ用 ３１１，０００ ７５２，０００   ８６８，０００   

もやせないごみ用 ２８，０００ ５３，０００   １７，０００   

資源ごみ用（Ａ） ６０，０００ １００，０００   ５８，０００   

資源ごみ用（Ｂ） ３０，０００ ５０，０００   ３０，０００   

固形ごみ用 ８０，０００ １３０，０００   ７０，０００   

総   数 ２，６３７，０００  

 購入費  １３，１７３，５３１円 

受注者  愛知県海部郡蟹江町城一丁目５２３  佐藤化学工業（株） 

 

４．鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係分担金 

①ごみ処理施設建設関係分担金  １０６，２３３，０００円 

②資源ごみ処理施設関係分担金    ９，８０６，０００円 

 

５．志摩市リサイクル事業 

再資源化物の回収事業を行う市内の営利を目的としない団体に対しリサイクル事業

奨励金を交付することにより、廃棄物の減量化を促進し、資源の再生化を図った。 

   奨励金交付金額  １，７８４，９７０円 

奨励金交付件数         ７２件  

   再資源化物重量        ３６４トン 

 

６．志摩市生ごみ減量化対策事業 

増え続けるごみの減量化を推進するため、ごみの減量化を目的とした家庭用電気式
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生ごみ処理機の購入費用の一部を助成した。 

助成金交付金額    ９８３，６００円 

助成金交付件数         ３４件  

 

７．廃棄物減量等推進審議会の開催 

一般廃棄物の減量等に関し広く意見を聴くため、廃棄物減量等推進審議会を１回 

開催した。 

 

エコフレンドリーはまじま 

 

（１）施設の状況 

    ＲＤＦ施設エコフレンドリーはまじま（平成１４年１２月竣工） 

     志摩市浜島町塩屋６２１番地２０ 

     最大処理能力 １２ｔ／日 

    浜島一般廃棄物最終処分場（昭和６２年１２月竣工） 

     志摩市浜島町迫子７５２番地 

     埋立面積 １０，０１０㎡ 

     全体容量 ４６，５００㎥ 

 

（２）職員の配置状況（平成２２年４月１日現在） 

    エコフレンドリーはまじま １４名（職員１０名 臨時職員４名） 

     事務部門：３名 収集部門：２名 ＲＤＦ運転：６名 資源分別：３名 

     最終処分場 １名（臨時職員） 

       計 １５名（職員１１名 臨時職員４名） 

 

（３）収集運搬等の状況 

    町内には、１０９箇所のごみ集積所があり、固形ごみは週３回、固形できないごみ

は月２回、資源ごみは月４回、直営で収集している。 

    なお、各部門別のごみ排出量は次のとおりである。 

 

平成２２年度 ごみ排出量                            (単位：ｔ) 

 収   集 持ち込み 処理残渣 合  計 

固形ごみ ８００        ４０６           １，２０６ 

固形できないごみ      １４６      １４６         ５       ２９７   

資源ごみ      ２６２       ７９        ３４１ 

     計     1,208      ６３１         ５ １，８４４ 
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（４）平成２２年度 最終処分量                         （単位：ｔ） 

埋立処分          ２１４ 

 

（５）平成２２年度 資源回収の内訳                       （単位：ｔ） 

紙  類  ２３１ ビン類  ４３ 

スチール缶   ９ その他プラスチック  ３１ 

アルミ缶  ５ 白色トレイ  ２ 

ペットボトル  １１ 発泡スチロール  ６ 

 

（６）平成２２年度 収集及びごみ処理施設稼働日数           （単位：日） 

 固形ごみ 固形できないごみ 資源ごみ 

収  集  日 １４４ ２４ ４８ 

ＲＤＦ稼働日   ４０   

不燃物処理           ２４３  

 

（７）平成２２年度 一般廃棄物処理手数料 

一般廃棄物処理手数料（持ち込み分）      ６５６，３１０円 

一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分）   ８，８４０，５００円 

特定家庭用機器運搬手数料             ５５，１００円 

                                  計   ９，５５１，９１０円 

（８）平成２２年度 雑入 

    アルミ缶等売却代                  ４，７６０，３７４円 

 

大王清掃センター 

 

（１）施設の状況     志摩市大王町波切２３２１番地 

○焼却施設 

焼却施設併設   昭和５６年３月竣工 

焼 却 炉改 良   平成 ６年３月竣工 

焼 却 炉改 造   平成１４年６月完成 

能 力   ２０ｔ／８ｈ（１０ｔ／８ｈ×２炉） 

焼 却 炉休 止   平成２１年３月３１日休止 

 

○埋立処分地（最終処分場） 

適正閉鎖区域  埋立期間：昭和４２年４月～平成１８年３月(閉鎖) 
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 埋立容量：１１０，０００㎥   埋立廃棄物： 不燃物 

新設区域      埋立期間：平成１８年３月～平成３１年度(予定） 

               埋立容量：３３，１００㎥   埋立廃棄物：不燃物 

 

○浸出液処理設備 

処理能力：２９㎥／日   適正閉鎖区域：９㎥／日   新設区域：２０㎥／日  

水 処 理 方 式：生物処理 凝集膜処理 活性炭吸着処理 

            キレート吸着処理 紫外線滅菌処理 

 

（２）職員の配置状況（平成２２年４月１日現在） 

○清掃センター   １１名（職員６名・臨時職員５名） 

事務部門      ２名 

廃棄物処理部門  ９名（収集運搬・資源等分別処理・浸出液処理設備管理） 

 

（３）収集運搬等の状況 

○可燃ごみ 

収集の形態  ：直営 

収集の頻度  ：週２回（休日は次回） 

収集の方式  ：集積所方式 

容 器 方 式  ：なし 

住民の排出時間：午前８時まで 

 

○不燃ごみ 

   収集の形態  ：直営 

   収集の頻度  ：週１回（休日は次回） 

収集の方式  ：集積所方式 

容 器 方 式  ：なし（廃乾電池容器設置） 

住民の排出時間：午前８時まで 

 

○資源ごみ 

   収集の形態  ：直営 

   収集の頻度  ：週１回（休日は次回） 

   収集の方式  ：集積所方式 

容 器 方 式  ：なし 

住民の排出時間：午前８時まで 
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（４）廃棄物搬入量（Ｈ２２年度実績） 

○収 集 分    可燃物：１，４７８ｔ、不燃物：１０７ｔ、資源物：４０３ｔ 

○直接搬入分   可燃物：   １６２ｔ、不燃物： ５９ｔ、資源物： ６３ｔ 

   計     可燃物：１，６４０ｔ、不燃物：１６６ｔ、資源物：４６６ｔ 

○そ の 他   有害物：４ｔ（廃乾電池、蛍光管等） 

○合 計 ２，２７６ｔ  

 

（５）主な資源物回収実績 

○缶 類  ：アルミ缶 ５ｔ、スチール缶 １６ｔ       

○古 鉄  ：２０ｔ 

○ビン類  ：生ビン ４ｔ、無色２０ｔ、茶色 ２６ｔ、他色 １２ｔ 

○ペットボトル ：１８ｔ   

○トレイ  ： ５t   

○その他プラ  ：４４ｔ  

○紙 類  ：２７３ｔ 

 

（６）施設の稼働状況（4 月～3 月） 

区  分 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 

収集日数 １９５日 ９９日 ９７日 

 

焼却処理（休止中） 埋立処分(志摩清掃センターへ) 

炉 番 号 稼働日数 残 渣 量 種  類 数  量 

１ 号 炉 － － 不 燃 物 ０ 

２ 号 炉 － － 焼却残渣 ０ 

計 － － 計 ０ 

 

（７）集積所数（平成２３年３月３１日現在） 

船 越：１０箇所  波切Ａ：２０箇所  波切Ｂ：２３箇所 

畔 名：１０箇所  名 田： ８箇所  計７１箇所 

 

（８）収集日程 

○月曜・木曜  波切Ｂ地区・名田・畔名 

○火曜・金曜  波切Ａ地区・船越 
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（９）手数料 

○持ち込み分    １，０４５，０９０円 

○指定ごみ袋分   １０，０６６，５００円 

○特定家庭用機器運搬手数料      ６３，３００円 

 

（１０）雑入 

○アルミ缶等売却代    ５，５２６，８０６円 

 

志摩清掃センター 

 

１．施設の状況 

一般廃棄物焼却施設：志摩市志摩町和具２６９０－３ 

焼却炉型式 NSー３型 機械化バッチ燃焼式焼却炉 

焼却能力 １５ｔ／８h ２基 (平成１１年３月竣工) 

 

粗大ごみ処理施設 ：志摩市志摩町和具２６９０－３ 

型式 たて型シュレッダー 

処理能力 ２０ｔ／５h (４t／１h) (昭和６３年２月竣工) 

 

一般廃棄物最終処分場：志摩市志摩町御座１２２５ 

埋立地    総面積   ３５，８９１㎡ 

埋立面積   １８，０００㎡ 

埋立容積  １１１，０００㎥ 

処理方式  セル方式 

 

浸 出 水 処 理 施 設：処理方式  凝集沈殿法によるカルシウム除去 

処理能力  ７０㎥／日 

 

２．職員の配置状況(平成２２年４月１日現在) 

清掃センター ： １４名(職員１２名・ 臨時職員 2 名) 

事務部門 ３名(所長（兼務）・係長・臨時職員) 

廃棄物処理業務 １０名 

一般廃棄物最終処分場 ： 受付業務等 １名（臨時職員） 

 

３．収集運搬等の状況 

収集運搬については民間業者委託 
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集積所の数    ７６箇所 

収集回数   可燃ごみ 週２回   不燃ごみ 週１回 

資源ごみ   アルミ缶・ペットボトル・紙類 月２回 

金物・瓶・陶器・ 月１回  その他プラスチック類  月２回 

発泡スチロール・トレイ 週 1 回 

乾電池類 随時回収（集積所に回収箱設置） 

 

廃棄物排出量（清掃センター）                     （ 単位：ｔ ）                                       

種別    方法 委託収集 持ち込み 
他センター受

け入れ分 
合  計 備 考 

可 燃 ご み ２，１８６ １，５９１ １，５７７ ５，３５４  

不 燃 ご み ３４１ １５９ ８９ ５８９  

粗 大 物 ２ ６１ ０ ６３  

資 源 物 ３１０ ２４ ０ ３３４  

その他のごみ ３ ０ ０ ３  

合   計 ２，８４２ １，８３５ １，６６６ ６，３４３  

＊資源物の内訳（委託収集） 

紙 類        ２８０t 

ペットボトル         １６t 

ア ル ミ 缶         ６t 

ト   レ  イ         ８t 

＊資源物の搬出 

紙 類       ３６３t 

ペットボトル         ２１t 

ア ル ミ 缶         １１t 

ト   レ  イ （溶融）   １０t 

鉄    類        １２７t 

その他プラ         ２６ｔ 

 

４．最終処分場の状況                                ( 単位 ： ｔ ) 

持ち込み 焼却残渣 破砕残渣 そ の 他 合  計 

３７６ ９９６ ４０９ ０ １，７８１ 

 

５．廃棄物処理施設の稼働状況 

清掃センター （焼却施設・粗大ごみ処理施設・最終処分場）   ２９６日 
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６．一般廃棄物処理手数料 

持ち込み手数料           ７，５７４，０８０円 

（清掃センター ７，２８４，１４０円  最終処分場 ２８９，９４０円） 

指定袋販売手数料      １６，９２５，３００円 

特定家庭用機器運搬手数料    ８２，８００円 

 

 ○アルミ缶等売上代 

瓶・発泡ブロック売上代        １７０，７２９円 

鉄・鉄くず・アルミ売上代      ５，５０６，９２０円 

新聞・雑誌・段ボール等売上代  ４，１３７，０７０円 

 

 ○その他雑入 

上水道使用料（夢の国分）    ８８，３１０円 

 

阿児清掃センター 

 

（１）施設の状況 

一般廃棄物焼却施設：志摩市阿児町鵜方４７７番地１７、４７７番地６２ 

第１施設２５ｔ／８ｈ炉１基（平成６年度竣工） 

第２施設２０ｔ／８ｈ炉（１０ｔ炉２基・昭和５７年度竣工） 

 

一般廃棄物最終処分場：志摩市阿児町鵜方２６３７番地７７ 

埋立開始 昭和５９年４月 総面積 ２３，４００㎡ 

埋立面積 １２，７００㎡ 

全体容量 ８２，５００㎥ 

不燃物処理施設１０ｔ／５ｈ（昭和５９年度竣工） 

 

（２）職員の配置状況（平成２２年４月１日現在） 

清掃センター：１９名（職員１３名・臨時職員６名*うち１名は４月１２日任用） 

            事務部門：４名、収集部門：９名、焼却部門：６名 

           

最 終 処 分 場： ６名（職員４名・臨時職員２名） 

            事務部門：１名、不燃物処理：４名、埋立・水処理部門：１名 

計   ２５名（職員１７名・臨時職員８名） 
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（３）収集運搬等の状況 

収集運搬については、可燃ごみは町内２８０箇所の集積所を週４回、不燃ごみは委

託で月４回、資源ごみ（紙類）は直営で月４回、また、ペットボトル・トレイ・発泡スチロー

ル、廃乾電池・蛍光管は各地区拠点集積所へ出された物を随時収集運搬している。

各部門別のごみ排出量等は、次のとおりである。  

 

※平成２２年度 ごみ排出量                         （単位：ｔ） 

 収集 持ち込み その他 焼却灰 合計 

可燃ごみ ３，４７２ ４，３９３ ２４２ － ８，１０７ 

不燃ごみ ３４５ ３３８ ９６ １，１４９    １，９２８ 

資源  ４８８   ５９ － －        ５４７ 

計 ４，３０５ ４，７９０  ３３８    １，１        １，１４９       １０，５８２ 

＊資源の内訳  紙類 ４９３ｔ ・ペットボトル ４１ｔ ・トレイ等 １３ｔ                                                                                                      

                                                                                  

（４）平成２２年度 最終処分内訳                           （単位：ｔ）                  

埋立 資源回収 家電リサイクル 計 

１，７４４ ７３１ ５ ２，４８０ 

＊資源回収の内訳 

 アルミ ２５ｔ ・ 鉄類 １５９ｔ ・ 紙類 ４９３ｔ ・ ペットボトル４１ｔ ・ トレイ等 １３ｔ 

 

（５）平成２２年度 ごみ処理施設の稼働状況 

 可燃ごみ 不燃ごみ 資源 

収集（日） １９６  ４８ ９４ 

平均（ｔ）   １７．７    ７．２   ５．８ 

焼却（日） ２７０ － － 

不燃処理（日） － ２９６ － 

平均（ｔ）   ３０．０ － － 

 

（６）平成２２年度 一般廃棄物処理手数料の状況  

持込手数料  ：２３，８２９，８８０円 

指定袋販売手数料  ：４０，９７２，３５０円 

特定家庭用機器運搬手数料  ：１１９，３００円 

 

（７）雑入の状況 

    アルミ缶等売却代 ： １７，５９２，６８０円 
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磯部清掃センター 

 

（１） 施設の状況 

    磯部清掃センター（昭和５８年３月１５日竣工） 

 ・一般廃棄物焼却施設：志摩市磯部町山原６８０－８ 

     処理能力 １６ｔ／日（８ｔ／８ｈ×２炉）  

     排ガス高度処理・灰固化施設整備  平成１４年１１月竣工 

    磯部一般廃棄物処分場（昭和６１年３月埋立開始） 

    ・一般廃棄物最終処分場：志摩市磯部町山原６７５－２外 

     総面積 ３５，０００㎡    埋立面積  １５，４００㎡ 

                      埋立容量  ２４，８００㎥ 

     平成９年２月拡張工事   埋立容量  ５０，９００㎥ 

 

（２） 職員の配置状況（平成２２年４月１日現在） 

 ・清掃センター（収集運搬、焼却施設、中間処理、最終処分場兼務） 

１０名（職員６名、臨時職員４名） 

   内訳：事務部門 ３名、収集部門 ４名、焼却部門 ２名、資源分別部門 １名 

 ・最終処分場 

    １名（職員１名） 

   計 １１名（職員 ７名、臨時職員 ４名） 

 

（３） 収集運搬等の状況（渡鹿野地区除く） 

  収集運搬については、町内２５２ヶ所の集積所を可燃ごみは委託で週２回、不燃ごみ

は直営で月１回、資源ごみは直営で月７回収集している。 

 

 平成２２年度ごみ排出量                                （単位：ｔ） 

ごみの種類 収集量 持込量 その他（不法投

棄含む） 

焼却灰 合 計 

可燃ごみ １，３１０ ７３６ ０ ０ ２，０４６ 

不燃ごみ １２２ ４７０ ２ ４２８ １，０２２ 

資源ごみ ４５８  ８４ ６ ０ ５４８ 

計 １，８９０ １，２９０ ８ ４２８ ３，６１６ 

 

（４）平成２２年度 最終処分量       （単位：ｔ） 

埋立処分 １，０２２  
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（５）平成２２年度 資源回収の内訳    （単位：ｔ） 

    紙 類 ３４３  その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ     ３８ 

   ｽﾁｰﾙ缶     ２３   白色トレイ      ２ 

    ｱﾙﾐ缶      ９  発泡ｽﾁﾛｰﾙ      ４ 

    ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ     １７   衣 類     １４ 

    ビン類     ６５  粗大 ･ 金属     ２７ 

 

（６）平成２２年度 収集及びごみ処理施設稼働状況     （単位：日） 

 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 

一般地区 渡鹿野地区 一般地区 渡鹿野地区 一般地区 渡鹿野地区 

収集日数 １９４ ２７８ ２４ ５６ １６８ １８０ 

不燃物受入日数   ２９６  

焼却日数 ２２９ － － 

 

（７）平成２２年度 一般廃棄物処理手数料の状況 

・持込手数料            ４，７４７，０３０円 

・指定袋販売手数料      １１，６５０，８００円 

・特定家庭用機器運搬手数料    ４６，７００円      

                 計  １６，４４４，５３０円 

 

（８）平成２２年度 雑入 

  ・アルミ缶等売却手数料    ８，０１３，５６０円 

 


